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Ⅰ 議会開設と華族の動向

] 第 ▲･第一議会の貴族院

は じめ に

版籍奉還とともに,公卿 ･諸侯を改めて華族とする,との行政官達によって華族が誕生した〔)

しかし,華族の称は,個人にあたえられたものなのか,それとも家にあたえられたものなのか,

世襲か否か,華族は具体的に何をなすべきか等々について,何一つ定めるものがなかったOた

とえば福沢諭吉が,華族は政治にかかわらず武事に専心すべきである,と説いた (｢華族を武辺

に導くの説｣1879年2Jljのも,そうした事情を背景としていたのである｡

華族の進路の一つが明らかとなったのが,華族令の制定 日884年7月7日)であった【Jここで

はじめて,華族は国家にとって石用なものであると,法規によって保障を受けたのであった｡

旧華族 (公卿･諸侯)に加えて,新たに勲功華族 (新華族)が華族の列に加わった｡新華族の創

設は,必らずLも1890年に開設される帝同議会の上院-貴族院の構成をのみ考えてのものでは

なかったが,｢新華族の設は国会準備の-なるか｣(柑本tl!二憲政党新聞』1884年7月26･27日)と

いう民間の声に代表されるように,この段階になると,明らかに華族と上院-貴族院は結びつ

けて一般には考えられていたし､

そして華族自体も,日覧-貴族院を強く意識し始めていたOその表現の一つが,1885年に起

った,華族会館の改良問題をめぐる紛議であるが,これについてはすでに触れたのでここでは

述べないIr-J華族が,貫族院を目標にした具体的な動きを始めるのが,1889年,憲法の発布以

後である｡この稿はまずそこから始めることにしたいが,貴族院の組織とその特質については

林茂の,そして初期議会における貴族院全体の政治的動きとその問題については芝原拓白の,

それぞれ先学の業績があるので,それらの点については紙数の関係もあり今抑 ま触れない2｡,

本稿では,主として公 ･侯 ･伯 ･了一･男各爵を持つ者の集団内の動き,貴族院の会派の前史

とみられる動き,政治川体の動向等,議会の内外における,華族のグループの動きに視点を定

めて述べることにしたい｡
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初期議会の貴族院と華族 (佐々木1

Ⅰ 議会開設 と華族の動向

1 伯 ･千 ･男各爵者の動き

1889年 (明治22)2月11日,人口本帝国憲法が発布され,l朋寺に議院法と貴族院令が公布さ

れたOここで華族集団の中で,最も早く組織だった動きをみせたのが子爵者であった｡ちなみ

に,この時点における華族戸数は,公爵11,侯爵28,伯爵80,子爵355,男爵102で,選挙を要

する伯子男爵のなかで選挙権を持つ者は,伯爵74名,7-番300名,男爵85名である (なお,華族

総戸数は587戸,うち鞭扇8i｣,女戸主3戸を含む)｡

2月13日,入棺恒,鍋島直彬ら子爵有志20余名が華族会館に会合し,選挙について語り合っ

た3ノ｡彼らは早 くから上院-貴族院について関心を高め,華族社会において,政治的活動の活

発な面々である｡ついで3月9日,人給他,勘解由小路資生,松平信正,松平乗承,加納久宜

ら40余名が集会し (以下,断らない限り.場所は華族会館である),人給を会頭,鍋島を副会頭に

選出し,毎月第二 ･第四火曜に定例の集会を持つことを決め,この会の会則 ｢研精会規則｣と

｢子爵同志研楕会趣旨概略 4'｣を同爵首に配送 した,/この ｢研精会規則｣第一条には ｢本会ハ

憲法ヲ講明シ兼テ有爵者将来ノ任務ヲ研究ス｣とあるが ｢趣旨概略｣によれば ｢憲法ヲ拝読ス

ル二,帝国議会ノ貴族院ハ公侯両爵者ハ悉ク其議員 トナルノ権アリ,而テ伯子男三爵者ハ各其

千分ノーヲ互選シテ議員ヲ山スノ削ナリ,我輩ノ務二服スル最モ偵ムヘキハ人選ニアリ,宜ク

ー己ノ得失ヲ顧ミス公平無私ノ心ヲ以テ適任ノ者ヲ選ハサルへカラス,然ルニ子爵者ハ五爵中

人員最モ多シ,無慮三百五十名辞,我輩交際ノ広カラサル同爵中相識ル者甚夕少シ,其人ヲ識

ラスシテ之ヲ選挙スルコトヲ得ンヤ,見放二方今ノ急務ハ同爵中ノ人ヲ識ルニ在り--｣と選

挙をにらんだ有志の団体であるという本音の部分を明らかにしていた｡

この時点で会員60余名といっているが,首唱者の顔ぶれからみても,主として旧華族がメン

バーの構成員ではなかったかと推察する.例会は4月5月と続けられたが,同爵首に広く参加

を呼びかけたにもかかわらず,例会出席者は30-40名だけであった｡また5月1口には会頭 ･

副会頭を廃して,大給,鍋島,加納,松平乗承,松平信正の5名が事務委員となった｡

ところで,こうした 一部子爵の動きに対して当初から批判の声があがっていたが,6月15日,

前記事務委員が ｢子爵会事務委員｣を名乗って,来る19日に子爵会を開催すること,そこで貴

族院選挙規程調査委員5名を選出すること,及び学習院と華族会館の将来について討議するこ

とを同爵者に通知し,あわせて ｢了･爵会仮規則5:｣を配付 したことから問題が持ちあがった｡

6月19日2時から83名が出席して開かれた集会は ｢｢Tl論シ乙駁シ議論沸騰｣した｡曽我祐準

はこのような ｢不法ノ会｣に加入することは出来ないと激烈な議論をなして退場した｡｢子爵
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会仮規則｣は ｢本会ハ子爵ヨリ出ス貴族院議員ヲ選挙スル便宜ノ為メ,同爵者相識ルヲ旨トシ,

其交際ヲ広メ兼テ法律ヲ講明シ,有爵者将来ノ任務ヲ研究ス｣(第 1条,仝18条)とあり,基本

的には先の研精会とほぼ同じ趣旨 ･内容のものであった｡ここで争点となり批判の対象となっ

たのは,主として議長の鍋島直彬と学習院と華族会館についての議事を提出した大給恒で,質

するに,研精会の幹部ら一部の子爵が,同爵者に広くはからず,勝手に規則を作って子爵会の

名称をつけ,手続きを踏まずにこの ｢子爵会｣を開催しようとした ｢専断｣であった｡

青木周蔵は議事を後にして,本会の仮規則を定めることを提案し,渡辺昇も,とりあえず仮

規則の人体について可否を問うべきであると発言し,起立多数でいずれも可決となった｡また

山尾庸三は,子爵者全体に,本会-加入するか否かを問うべきであると述べ,青木の建議で,

まず仮事務委員を選出することになり,選挙の結果,大給,鍋島 加納久宜,松平信正,渡辺

昇が当選した｡えんえん6時間を要したこの集会は,およそのところ研精会-旧華族と新華族

との対立であり,その根底には貴族院の議員に誰がなるか,というきわめて現実的な問題が横

たわっていたのであったO

この後 7月2日,子爵の選挙規程調査委員の選挙がなされ,上述の仮事務委員がそのまま選

LV.された｡)この日,依然として研精会-の批判が多く札 結局了膚 会事務委員15名を選出し,

この委員で子爵会規則を新たに起草することに決した｡7月9日投票が行われ,以下の15名が

選出された｡勘解由小路寮生,谷干城,松平乗承,大給恒,渡辺昇,加納久宜,山尾庸三,松

平信正,青木周蔵,鍋島向彬,曽我祐準,五辻安仲,立花種恭,小笠原長育,堀田正養 (得票

順､)最高130票,最低45票)U新華族は,杏,渡辺,山尾,青木,曽我の5名である0

10月12日,会則が制定されたO興味深いことには ｢本会ハ同爵者相識lJ和親ミ其全体二間ス

ル利害ヲ稽査シ,及ヒ其権利義務ヲ講明スルヲ以テ目的 トス｣(第1条｡全9条)と,今回のも

のには本条項はもとより全文のどこにも ｢議員｣とか ｢選挙｣という議会を連想させる表現は

見られないことであった｡これは子爵有志の結合,すなわち研精会を,後にみる尚友会のよう

な,子爵議員選出団体のごときものに考えたのではないかと推測される研精会幹部の構想を,

それを否定する方向でこの子爵会が組織されたゆえではないかと見ておきたい｡

この後,11月21日,80名の出席で子爵懇親会が開かれ,ついで,12月10口子爵会,43名出席,

翌年 1月14日子爵会,48名lrh席,6月10日子爵懇会,80名出席,同月27日子爵会,58名出席と,

子爵の集会が持たれて,7月10日の子爵議員の選挙を迎えるのである｡〕選挙運動と見える動き

も史料に散見する｡しかし,子爵会自体が,意志調整の場となり得たのかどうか｡史料的に判

然としないが,私は否定的に考えている｡

次に子爵以外の華族の動きをみようo公侯爵有志は,1889年 (明治22)3月14日に集まり,

帝国憲法,外国の憲法,皇室典範及び議会について勉強会を催すこととし,名称を法律研究会

とした｡ただし会員は公侯爵者だけではなく華族一般に呼びかけた｡89年 4月から6月にかけ,
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5回開催している (出席は,最多57人 最少30人)｡

男爵も同じく3月14日,椙村止直,千家酎 自らの主唱で20数名が集まり,毎月第-土曜日に

満18歳以上の者が集まり談話会を催すことを決めた｡ついで5月4日の第2回例会で,男爵会

と名称を改め6,横付を会長に選出,6月20日には地方に在住する同爵者に,後日の ｢互選等

の期｣のために互いに相識る必要があるから,懇親をかねて,来る10月第 一土曜に総会を開く

旨を通知した｡男爵会は,この年11月から翌90年 7月3日まで17回開かれている (出席者数,

最多28人,最少10人J｡なお90年4月22日に規約を改正,月3回の開催とし,演説や討論を行な

い議会の予行演習のような内容の会となった｡出席者も,この頃から20名前後と増えている｡

また男爵会の場合,T爵会のような内部の紛糾はなかった模様であるo

ついで伯爵であるが,89年3月12日,束久世適棺,松浦詮,井伊直憲ら20数名が集会したの

が最初であるCその後 6月未まで7回の集会記録があるが,内容は不明である｡ 7月2日,逮

挙規程調査委員の選出が行われて,東久世通商,柳原前光,伊藤博文,上杉茂憲,広橋賢光の

5名が選ばれたが,この選挙の通知も,伊藤博文以下24名の名前が連記されているもので,川

体名はない｡7月22口,乗久世以下伯爵12名連署で ｢伯爵会規則案｣が同爵者に配られ,9月

17E]確定した ｢伯爵会規則｣が頒布された｡それによれば ｢伯爵一般交際シ,本爵ノ義務ヲ講

究｣するために設立され,会Uには ｢法律政治等ヲ研究シ,又ハ学者ヲ招待シ講義質問スル｣

とある｡ついで同月22日には,松浦詮,中川久昭,徳川篤守の3名が幹事に選任された｡89年

10月から90年6月未まで,懇親会2回を含めて計23回の伯爵会が開かれているが,出席者は懇

親会の場合で26名,例会の場合は最多13名で最少は僅か3名,半数は10名以下の山席しかなく,

伯爵会はきわめて低調であった｡

以上,各爵における議会開設前の動きをみてきたが,公侯爵が辰も動かず,伯爵が不活発,

男爵は20名程の積極的な華族がいて安定した活動を続けていた｡これに対して,人数の多い子

爵はまとまりがなく,内部対立 (おそらく,旧華族と新華族の対立がその原凶の 一つ)があり,定

例の会も開いていない (90年2月から5月まで開催なし)｡しかしながら,議会と選挙に関しては,

最も関心が高く個々人の活動は活発であった｡

なお爵位にかかわらない,華族全体のものとして,華族会館が主催 した ｢演習会議｣があるU

これは ｢帝凶議会開設の日,議員たるに恥 じざるの準備をなす｣7'ことを目的に,華族会館を

議場にして,出席者から議長を選出し,あらかじめ用意された議題 (たとえば,89年10月14日,

100名の出席のもとで開かれた第1回の演習会議の議題の一つは ｢仏国法律二滴十八年二至ラサル男,捕

十五年こ圭ラサル女ハ婚姻ヲ為ス可ラスト規定セリ,帯凶二於テモ其規定ヲ設クへキヤ,若シ之ヲ規定ス

ヘシトセハ其制限如何｣というものである)を,三読会を経て議決する,というものである｡これ

は明らかに模擬議会であり,帝国議会のリハーサルであった｡

この演習会議は,翌90年2月まで計6回開催されているが,第1回を除けば,大体50名程が
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出席している｡この数を,どのように解するかむずかしいところであるO華族全体の員数から
みると決 して多い数とはいえない｡しかし第一議会開院時の華族議員135名のうち,議会活動

に熱心さの見られない公侯爵議員 8度 除 く三爵議員が105名 (伯15,子70,男20)であったこと

を考慮すると,その半数近 くの人数が,議会に強い関心を持ち,演習会議に出席 して行った

(と推測される)ということを評価すべきかも知れないo

この他,華族の議会-向けての活動としては,華族全体の研修を目的として組織された華族

同方会 (88年6ノ]設､r/_)が主催 した講演会や,華族会館が穂積八束らを招いて行なった議院法

等の講義があるがここでは省略する｡

2 華族の選挙

1890年7月10口,華族会館で買族院伯子労三爵議員の選挙が行われた.即日開票の結果,伯

爵15人,男爵20人の当選者が判明したが,子爵は開票 ･集計に手まどり,徹夜となり,ようや

く翌日午前5時半に点検が終わるという有様であった｡以下,子爵の選挙について若干述べて

おきたい｡

了-爵の選挙権を有した者は297名 (被選挙権者272鋸 で,この内,海外に出ている者 7名,当

日棄権者 6名で,投票した者284名であった〔)選挙は連記 (定員数70名を連記)記名投票である

から,単純計算で19,880人の被選名を集計することになる｡

結果は,最高得票数277票,最低137票0260票以上得票した者は,勘解由小路資生 (277票),

立花桂恭 〔275票),鍋島涯彬 (273票),大給恒 〔271票),加納久宜 し268票),谷干城 (266票),大

河内正質 〔261票),堀田止養 (262票),松平乗承 (261票)の9名であり有権者の90%の支持を

得ていたことになる｡また70名の当選者のうち,旧華族44名,新華族26名となっている｡

70名の候補者を,個々の投票者がどのようにして選んで行ったのか興味のわくところである

が,何らかの指示,根廻し (どこからということは小明)があったことが窺われる史料があるC

国会図書館憲政資料室の土岐草文書がそれで ｢貴族院子爵議員選挙人名簿｣に ｢初期被選人｣

との書き入れがあり,人名に△印がつけられている｡即ち,印の者に投票する,ということで

あろう｡

選挙結朱と照らして,土岐文書で印をつけられていながら落選した者は,伊東礼麿,長谷信

鷲,平松時厚,唐橋在正,河鰭実文,津軽承叙,日野西光害,細川輿貫,一柳未徳,大久保忠

脂,秋田映李,鍋島直虎,土方雄志,京極高徳,人相純雄,本荘寿巨,松平康民.久留鳥通簡,

岩下方平,以 卜19名で,これに代って実際に当選した者は,曽我祐準,榎本武揚,L吊毛庸三,

小笠原長育,藤波言忠,品川弥次郎,福岡孝第,五辻安仲,吉田清成,日中不二麿,佐野常民,

香川敬三,松､卜忠礼,野村靖,高辻修長,大宮以李,土方久元,杉孫七郎,西四辻公業,以上
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である〔)

土岐文吉で印がつけられながら落選した者に旧華族が多く,当選者に新華族が多いのは,旧

華族側からの土岐 (土岐頗知,沼田藩,譜代)-の指示を窺わせるが,これ以上のことはわから

ない｡この選挙における選挙運動に関しては 『華族会館誌』に,男爵議員選挙候補者人名を匿

名で同爵者各戸に郵送した事件 〔後口,･‖卸門経隆であることが判明)と,7月4口の条に ｢選挙

期日相迫ルヲ以テ,府県散在ノ有爵者陸続出京シ,且ツ同族中議員候補者人名ヲ印刷シ,匿名

ヲ以テ各家二郵送スル等,華族社会モ亦頗ル多事｣との記述があることをつけ加えておく｡

ところで,14Uから了･爵議員当選者の辞退が相ついで出たO土方久元 (富内大臣),曽我祐準

(東宮人夫J,杉孫ヒ郎 (lj1歳頭)が辞退を申し出,16日には榎本武揚,福岡孝弟,吉田活成,田

rTl小二麿,佐野常尺,野村靖 (以上枢密顧問官),山尾庸=_(Ei_族別当),小笠原長育 (東宮侍従),

藤波言忠 (主馬頭),品川弥二郎 (宮中顧問′臣,五辻安仲 (大抵大夫),香川敬三 (皇宮大夫),松

平忠礼 (式部'll･:/l/,高辻修長 く東宮亮J,大宮以季 (東宮侍従),西凶辻公業,北条氏恭,東園基愛

し以上侍従),19日桜井忠興,20日税所篤と23名もが辞退し,それぞれ得票数の多い者から順次

くり卜がって当選となった｡

これは選挙直前の7月8日,宮内省達により,議員と宮内省中の以下の部局 侍従職,式部

職,皇太后官職,皇后官職,東宮職,人膳職,主殿寮,主情寮,主猟局,帝室会計審査局,皇

族家職-の職務を兼務出来ない,とされたことによるものである()また宮中顧問官では,伯爵

の東久世通宿と勝海舟が当選を辞したが,宮内省と同じように墓室-天皇と特殊な関係にある

機関であり職 (宮中顧問抑よ親任宮であり,直接天皇の諮問を受る)である,という理解からであ

ろう｡辞退者達は,貴族院の議員であることよりも,硯職であることの方を選んだ｡それは,

たとえば宮中顧問官の年俸が4,500円であるのにたいし,議員歳費は年額800円のみという経済

的理由もあったに違いないが,同時に,華族の貴族院観ひいては議会への期待というものへの

問いに対する答えの一つであったとも考えられる｡)また -つ疑問に思うのは,なぜ選挙直前に

なって,上記のごとき宮内省達が出されたのかということである｡顔ぶれからみて,選挙結果

は事前にある程度は予測出来たと思うのであるが｡

問題なのは,選挙直後に多数の辞退者が出,23人もの繰 り上げ当選者を出さざるを得なかっ

たことである｡それは子爵議員数70名の約3分の1であり,最後の繰上り当選者である岩下方

平の得票数は,わずか77票で,最高得票者とは200票もの開きがあった｡こうした不手際は責

められて当然であるが,初の体験としての国会議員の選挙であったということを考えると,こ

の程度ですんだということの方を評価すべきかもしれない｡

ついで子爵議員の補欠選挙について述べておくことにしたいO補欠選挙は91年中に4回,92

年に2回行なわれ,表 1のように計9名の選出がなされている｡

ここで気がつくことは,91年12月の選挙から票の入り方が違って,集中的になってきている
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ことであるOこれには理由がある｡同年9月17日,

子爵臨時会が開催され,44名出席のもとで人給桓 LT一里
が ｢子爵選挙議員方法論｣10Jと題する演説を行な 91.4,1〔

った｡その要旨は以下のごとくであった｡これま

で3回の補欠選挙では,票が割れて少ない得票で 12.5

も当選となり,また棄権者も多くなった 〔8月5 ト

口の選挙では58人棄権うOこれでは ｢嘱望ノ多キ人｣ 92･6･25
(次点〕

が選ばれたとはいえない｡このような状態が続く t 7.30

と ｢金｣や ｢遊興｣や ｢脅迫｣でも50票内外の票

を集めて当選する恐れが出て来るOそうした弊を t(次郎

避けるため,少なくとも3分の1の ｢百票モ得ラ L

ル､人力議員トナル株二致シタイ｣｡そのために,

議員志望の人は,｢政事上ニテモ学文上ニテモ時

表 1 子爵議員補欠選挙

Wit; 琵 亘軍

人

梅小路走行

至芸 棋 風
⊥ 十 - ｣

堀 親 篤 161 研究会 弓

替 季≡妻

大田原一括 85

所属会派は.この場合JII薦会派の意味を持つ｡ tli

遺して後,会派に折鶴する､

事論ニテモ｣演説あるいは論文を出して,広く審

査をあおぐべきである,というものであった｡

大給の演説が,直接に如何ほどの影響を及ぼしたのか,今ここで史料に基づいて述べること

が出来ないが,数字の結果が,その作用を物語っているように見える｡また大給のこの演説の

意図が,この前後からはっきりと姿を現わしてくる貴族院政治会派の活動と,どのように関連

するのか,この点もはっきりと述べることが出来ないが,しかし次の92年6月の選挙からは,

明瞭に政治会派と選挙は連動して行く｡

92年 6月25Rの子爵議員補欠選挙の結果は,研究会系の堀親篤が161票で当選し,次点は三

曜会系の高野宗順で83票であった｡第3位は鍋島直柔のわずか8票である｡91年墓の第二議会

で,すでに三曜会 (91年3月結成)懇話会 (91年12ノ｣結成カ〕と研究会 (91年11月結成)の対立が

顕在化していたが,この選挙では会派推薦という形はとらなかったものの,両派系候補の対決

であることは誰の目にも明らかであった｡

しかしこの選挙のあとの7月27日に,尚友会が組織された11)o尚友会は子爵だけのものでは

ないが,研究会へ入会することを前提とした議員推薦同体であり,選挙用体でのちに谷干城に

よって ｢選挙請負会社｣(『芥子城遺稿胴 と非難された存在である｡かくして7月30日の補欠選

挙は,三曜会系と研究会-尚友会との激突となったO研究会は,堤功長,阿部正敏,稲垣大伴

の三者を候補に,二曜会系は,高野宗順,戸田忠行,大B]原 清を推薦したo結果は別表で明

らかなごとく,研究会側のl=ji勝であったo前回の次点高野は,15票プラスしたものの,今回も

次点にとどまったO最高得票の堤も,前回当選者の堀親篤の得票より4票多いだけである｡こ

れをみると,およそのところ,この頃の両派の子爵集川における勢力図が措けるであろう｡
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投票総数281し3鋸聖記)｡研究会系150,三曜会-懇話会系90,中立40,という見当が,粗い

整理であるが,当時点の勢力関係を示すと考えてよいのではないか｡

3 政治団体と会派

つぎに1891-92年における貴族院議員の政治川体と政治会派 (院r̂]交渉団体)についてみて

おこう｡史料的制約があり,ここでは具体的な動きがわかる,月曜会 〔任意の政治団体)と三曜

会 ･研究会 ･懇話会 (いずれも政治会派)について述べることにしたい｡

買族院は政党の干渉を排すということが,一つの理念となっていた｡従って当初は会派の活

動も公認されなかったo議会の運営は,全議員を抽範で九部に分属せ しめ,法案審議の常任委

員や特別委員の割当,選任や議会運営上の協議事項など,必要に応 じて各部の代表者が集まり,

協議して決めることになっていた｡しかし,何ら同志的結合もなく,また面識も薄い者同士V)

集団である都は, LIP.し､の意志の疎通を欠き,次第に充分な機能を期待出来なくなった｡これが

会派誕生の背景の つ である｡

ところで,貴族院の会派と構成メンバーが判明するのは,これまでのところ酒B]TF敏編 『貴

族院会派一覧』で知られるように,第四議会 (1892年1川 開会)からである｡しかしこれから述

べるように,第-議会の閉会後まもなく,政治川体や会派が結成され,ただちに貴族院事務局

に属目1られ認灯されたか否かは別として,実際に活動が開始されていたのであった｡月曜会,

三曜会,研究会,懇話会ともに,会合の場は主に華族会館であったから,会合の模様を記録 し

た 『華族会館誌』に記載のある限りにおいて,という限定つきであることを最初にことわった

上で,以下にその活動をみて行 くことにしたい｡

第一議会は91年 3月7日閉会となったが,その直後の3月16日,近衛篤麿 (公爵,以下爵位を

略記),二条某弘 (公)ら20余名が華族会館に集会,財政攻窮会を設立し,18日,これを月曜会

と改称することとし,規約を作成,23日初の月曜会を開催,調査等の分‡日を決めた｡出席16名｡

規約では ｢我邦 ノ財政二関スルー般ノ事項ヲ調査講究｣(傍∴1は引周者､以 卜同様〕することを

日的とし,貴族院議員中の同志者で組織する,とある｡｢財政｣を最大の関心事とするところ

に,予算問題で紛糾をかさねた第一議会の後遺症がうかがわれる｡)当初の会員は34名,公爵 2,

子爵17,男爵 7,勅選議員8である(〕

月曜会は有志の組織であり会派ではない｡後の会派別の系列でみると,二曜会系11名,懇話

会系は谷干城ら10名,研究会系は楳村正直と小松行TFの2名,大和クラブ系が日野西光善,揖

取素彦の2名,無所属が人給恒ら4名となっている12)(なお,第四議会開会までに辞任3,資格消

八 日 ..

会の活動は表 2のように,91年10月迄は順調 ･活発である｡しかし第二議会が開会となって
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表2 会派の活動状態 (集会回数･出席人員〕

月 曜 会 三 曜 会 L 研 究 会 懇 話

会年 月 ｢品表 裏打品 撒 霊若 平均 を回数 ほ 葺 け 均 回数

霊整序 与㌦ 1.4 4 2924 27 j lllT 十 号 U T

P 4 十 ｢㌔ 567ドド 28192313ll2312 22191519

柄 i

日 1ー 1廿 34

11 2 1 8 1 8 123い21201814 152116

rll 13 日 417 2

日 l5 4 用 い 2 日2 2呂 弓1912

21 12芸L.7 2 甘 143

廿 6 竪子oo 1592.1 2 描 二: 1 9 92 4 138

ll11 裾照 19;宜 ;3 両･o ∋岩 上 9

･ L15 151 31 4 ･2 ㌔13トは･5 き2冒 15 34服i5678 21 ;2日

16･5 ㌔ 13 ㌔ 1 4㌔ 1と 121日ワ1 H oo .8L4日 23甘 12L と‖ 89

10ll12 帖 2357 1日 ‖L 壬冒仁.8

…汗 3L1旦｣ 土9⊥からは休会することになり,またこの議会中から,三曜会 ･

研究会 ･懇話会の各会派がいっせいに活動を開始したことから,月曜会は出席者も少なくなり,翌9

2年 2月3日,会員に会の解散如何を問うた後,3月からは定期的会合をもたなくなり,実質的に

活動を止めた形となった(,三曜会は第 ･議会が召集される両前の90年11月4日,近

衛篤麿 ･二条基弘の提案によって,議会に臨む準備の会合が同志によって開かれたことを前史とする

｡この会は同志会 (有志会とも云う)といったが,第 一議会終了後の 3月24口,会名を三曜会と

改称したo規約は翌92年 2月25[=こ発表されたが,それには ｢本会ハ国家
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ヲ調査講究スルヲ以テ日的 トス｣13とあり,会は成年以上の華族と貴族院議員及び知識人をも

って組織する,としている｡しかし91年12月19日の会員名簿によれば,議員以外の会員は戸汀1

忠行 (√▲)のみで,公爵 2,侯爵2,子爵17,男爵 4,多額納税議員4の30名である14 (この

うち久我通久 〔侯〕が人利倶楽部へ,渡辺甚吉 〔多〕が研究会-移る)｡)

会の活動は表2のごとくであるが,91年9月から会の開催数も出席者も増え,第二議会の召

集が近づく10月から,開催も出席者も急増しているo興味深いのは,同じく近衛 ･ 二条の主催

する月曜会との関係である｡三曜会の例会Hは,月水金の二曜日であるから,月曜日は両方の

会の会臼が重なる｡両会とも会場は華族会館であり,記録をみると表 3のように91年巾に7日

重なった日があるO この場合,三曜会が午前9時から正午まで,

そして月曜会が午後1時からとなる｡従って両方に加入している

会員は,両者の会合に出席出来る仕組みである｡推測にすぎない

が,9月14円と10月5日の会合は,三曜会の出席メンバーが,そ

のまま月曜会に出席したのみ,という可能性もある｡他の5回は,

二曜会山席者に懇話会系の月曜会員 (lo草.)プラスアルファが参

加して,月曜会が開催された,と考えられそうに思う｡云い方を

かえれば,14日と5日は懇話会系の者だけが,独自に何らかの会

合を持っていたとも考えられる｡

表3 三曜会･月曜会

出席人数

1
2

2

1

1

9

0

1

111=

:

つぎに懇話会について述べる｡この会派については,92年6月に子爵谷干城と勅選議員が中

心となり成立 した,と云われて来ている｡しかしながら,『華族会館誌』の92年1月21円の条

に ｢島津忠活力会主 卜為り,子爵松平信正卜子爵板倉勝連 トカ幹事 卜為リテ,三曜会員,懇話

会員及ヒ人和倶楽部員ヲ通シテ四十余名ヲ,芝紅葉館二会シ懇親会ヲ開キタリ｣とあるように,

すでにこの時点で懇話会は存在していることが判明する｡これは同じく,92年 6月に成立した

とされる,久我通久 (侯),烏尾小弥太〔丁一〕らの大和倶楽部についても同様である｡
懇話会がいつ結成されたのか,明らかでないoLかし前年12月から活動が始まっていたと考

えられる｡『華族会館誌』91年12月16日の条 ｢谷干城,松平信TF.等ノ議員十余名会合諮議スル
所アリ｣及び21日の条 ｢(公爵島津忠済等)二十余名ノ貴族院議員､本館二集会シ協議スル所ア

リ｣との記録がそれで､島津 ･谷 ･松平信正ともに懇話会の中心メンバーである｡

後に述べるように,この時は第二議会の開催中で,谷十城らが提出した ｢勤倹尚武建議案｣

をめぐって,貴族院が沸騰している時であった｡谷建議-の賛成者が74名で,この数はおよそ

後の懇話会と三曜会の会員数と一致するので,おそらくこの頃懇話会が結成されたのではない

かと推測しておきたい｡懇話会の集会記録は表2のごとくである｡翌92年3月16日に交渉委員

として曽我祐準 (千),小沢武雄 (男),伊丹垂賢 (勅),渡正元 (勅)と幹事に鍋島直彬 (千),

松平信TF((),安藤則命 (勅),藤村紫朗 (初)を選び会Rを毎月第一 ･第三月曜と定めた0
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交渉委員とは他派との交渉に当るもので,とくに懇話会 ･三峰会 ･大和倶楽部の二派は,92年

中に計 6回の三派交渉委員会を華族会館でもっているO

貴族院の最大の会派研究会は,91年11月4日に正式に誕生した｡研究会については 『貴族院

の会派研究会史』『貴族院の政治団体と会派』さらに 『貴族院と華族』等の文献にくわしく述
べられているので,ここでは研究会の前史について簡単にふれておくにとどめたい｡

1890年 9月22日,加納久宜,堀田正義,山内豊成,大河内正質,京極高徳ら子爵議員の有志

が交絢社に会合し,懇親をかねて政務に関する研究会を設けた｡名称は政務研究会とした｡第

-議会の開会とともに,参加者が増え,木曜日が定例の研究会であったことにより,12月初旬

に会の名前を木曜会と改めた｡また他爵者の入会希望もあって,会の組織の充実をはかるため,

翌91年 1月9日,会名を同盟会と改め,さらに3月12日には同志会と改称 し,規約 (全4章20

条)も定めた｡

規約には ｢本会ノ決議ヲ代表スル為メ,帝鮎 義会二於テノ発議者ハ,全員協議ヲ以テ之ヲ走

ム｣(第9条),｢会員ハ本会ノ決議 卜 一致スル針路二非レハ,或ル動議ノ発議者 トナリ,若クハ

賛同者 トナラント欲スル者ハ,先ツ之ヲ本会二提出シテ其承認ヲ経へキモノトス｣(第11条)等

々,議会活動に主眼を置くものであるとともに,個人の活動は強く会の制約を受るとするもの

であった｡この点で,三曜会の規約とは大きく異なるものであったo

同志会の特徴は,以上のような党派性にあると云えるが,そうした方向は第-議会の中で,

はっきりと姿を現わして来ているように思える｡周知のごとく第-議会は,予算をめぐって紛

糾したが,貴族院における争点の一つは,衆議院の査定案を受け入れるか否か,ということで

あった｡ところで伊藤博文宛,金子堅太郎の手紙15-(91年2月19酎寸)によれば,査定案の即受

理を主張する者が,谷干城 ･三浦安ら13名であるのに対 し,受理に反対する者が76人おるとし,

その人名を掲げている〔､その内訳は,公爵4,侯爵4,伯爵11,7-爵31,男爵9,勅選17の計

76名であるが,ここで注意をひくのは,子爵31名車,22名が同盟会のち同志会の会員であるこ

とで,しかもこの受理反対派の中心メンハ一に,加納久宜 ･京極高典の両名が入っていること

である｡

この査定案諾否両派を,後の会派別色分けで見た場合,否の立場の者は,=曜会5,懇話会

10,研究会21で,諾の立場の者は,三曜会1,懇話会6,研究会 2となっており,この時点で

は,必らずLも後の会派にみられるような統一行動をとっておらず,まだ各自の意志のままに

行動 していたとみてよいだろう｡しかしながらこのなかにあっても,同盟 同志会の同志的結

合と議会における統一行動は注目に値いするものであり,後の会派形成に,最も早くかつ実質

的に動き出したグループであることは間違いない｡

同志会の規約では,例会は毎月の第一 ･第三木曜日に華族会館で行なう (例外もありうる)と

している｡しかし 『華族会館誌』で見る限 り ｢加納有志 (又は同志J会｣ として,表 2のごと

40



初期議会の員族院と華族 (佐々木)

く,91年 5月から]0月まで, 9回の会合が記録されているだけである｡｢加納有志 (同志〕会｣

と記されるのは,加納久宜 (千)が,同会の中心となっていることを示しているO華族会館以

外の場所での例会の情況を知り行ないが,出席人数をみるかぎり,例会出席のメンバーは,ほ

ぼLH1定していることが推測される｡その他,会としての動きは,91年 7月10日に行われた子爵

議員補欠選挙に当り,同志会系候補者を選定しようとしたが実現しなかった,Jこのように,読

会外での清動は,この段l塔ではまだそれほど活発ではなかったと見るべきであろうo

Lかし,第二議会 (91年11月26日召集,12月25日解散)を前にして動きが生 じる｡10月20日,

築地精養軒で,同志会と侯爵中山孝麿が中心となっているグループ (有志者会と通称〕との合併

が協議され,11月4円,研究会として新たに発足 し,同月30日,華族会館で発会式を挙行 し

た16㌧ 当初の会員は約40名といわれ,幹部は大原重朝 (仙 ),万里小路適屠 し伯),岡部長職

i+),山内豊誠 (イ･),酒井忠彰 け),松平廉民 ((-),鍋島両虎 (/A),千家尊福 (男)となっ

ている｡合併以前の両グループの中心人物である加納久宜と中山孝麿は,研究会の幹部とはな

らず,のちに研究会から退会している ぐ92年11月開会の第四議会では,ともに無所属)0

ところで,研究会の創立が協議されている頃,10月13日に開かれた子爵会で,谷 ｢城が ｢華

族ノ議会二対スル意見｣と題する演説を述べていたoそこで谷は,節 ･議会をふi)返り,衆議

院は ｢種々党派｣に分かれているがゆえに議員は ｢賛成スベキ遺坪ノ有ルモノデモ,覚派ノ為

メ賛成セラレズ｣という悪しき状態にあると批判したのち,貴族院においては ｢今日幸二未ダ

党派 卜云フモノハ見エマセヌ｣と言っており,さらに貴族院議員は ｢今日デハ至極自由ナル位

地ヲ得テ屠ルモノ卜者へル｣とまで述べていた171'o

谷の情況把握は間違っていない｡これまでみてきたように,貴族院に未だ会派は誕牛してお

らず,最も早く会派に準ずる組織を持った二曜会にしても,その活動と活動目的とは,およそ

衆議院における ｢党派｣-政見とは違ったものであった｡むしろ月曜会の組織にみられるよう

に,<異分了->の存存さえも容認出来る柔構造的な性格が当時の実態であって,まさに党派的

なものからは ｢自由｣であったといえよう｡

ただし谷干城は,そうした貴族院と貴族院議員が,ノーマルな状態であると認めていたわけ

ではない,言いたいことはさらに先にあるD貴族院議員は ｢自由ナル地位｣を持ちながら,第

･議会における行動は ｢窮屈ニモ道理ヲ捨テ,政府ノ都合ガ善ケレバ好イトカ云フ方へ傾イ

タ｣者が多かったではないか,と自らの反省をも込めて批判するのであった｡政府案を定見も

なく支持するのは,なぜそれ程悪いのか｡それは是まで政府の什事というものを見るに ｢実こ

蛇ノ,ノタクツタヤウニナツテ屠ツテ,少シモ是 卜云フ方向ガ立ツテ居ラヌ｣ことが明らかと

なっている政府だからである｡即ち現今の政府は,まったく確固とした政策も方針もないと,

厳しい攻撃を浴びせるのであった｡了一爵諸君,諸君は政府にへつらうことはないDまた人民を

恐るるにも及ばない｡｢政府案ヲ否 卜認メタラバ断然打破ルヤウニ,叉人民ノ案ニシテ現時ニ
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不適当 卜認ムル時ハ,是叉断然反対スベシ,例へバ地租軽減 トか --｣というのが,谷の述べ

たいところなのであったO

この谷の演説は,第二議会を揺がしたかの有名な ｢勤倹尚武の建議｣(後述)に,まざれも

なく連なるものであったといえようOこの建議案が貴族院に提出されたのが12月8日で,演説

から約2カ月後であるC建議案を,谷がいつ頃起草 ･作成したのか,その日付を確認するすべ

はないが,三曜会の二条基弘ら74名の賛同を得て貴族院に提出することを決定するに至るまで

こぎつけるのに,そう簡単に事が運んだとは思えない0第四議会でようやく確定出来る会派の

正式メンバーによれば,二曜会29名,懇話会50名,計79名となるが,建議案提出を計画する時

点では,三曜会も谷グループ即ち後の懇話会につらなる人脈も,流動的であったと考えるべき

であろう｡

結論を先まわりしていえば,谷は10月13日の子爵会での演説で,明らかに同志を求めていた

のではなかったろうか｡建議案を具体的に構想し,念頭においての演説であったか否か,確認

は出来ないが,その叶能性がまったくないとは思えない｡uごろの谷十城を識る者は,とくに
反対派は,この谷の演説や行動に大きな刺激を受けたことであったろうO極論すればこの時,

谷は貴族院と議員は ｢自由｣であり党派がないと云いながらも,自ら党派結成に動き出してい

たとも云えるのである｡そしてそのことは,はからずも,反対派の結集-研究会の結成に拍車

をかけたのであったC

その結果は,伊東巳代治が述べるように 〔12月18日什 伊藤博文宛書翰)｢研究会の熱心に頼り

て遂に敗減に帰せしめ｣181られ,谷の建議案は貴族院で葬り去られたのである｡建議案は12月

14･15の両日,貴族院で審議され,賛否両論で沸騰したが,15日の採択で,97対78で否決され

たO建議案が提出された翌々L]の10日,研究会幹部大原重朝が発起人となって,帝国ホテルで

秘密の会合が持たれていた｡出席者24人 (ノ『華族会館誌』)Oこれは,まざれもなく建議案-の対

策をめぐってのものであった｡この24人というのは,研究会員だけではなく,有志の貴族院議

員も少し含まれているようである｡問題は,この時点において24名の反対派が,採択時には97

名となっていることであるo

当時,研究会の会∈封ま40名程であったoこれでは谷建議賛同者の (谷を含め)75名に遠 く及

ばない〔〕建議案に対抗するためには,会員外から少なくとも40名以上の同調者を獲得する必要

があった｡かくて研究会が中心となって,多数派⊥作がなされたのである()採択で,谷派が提

出時点より僅か3名をプラスしたのに対し,研究会-反対派は倍増であったOこの成果は,ま

さに伊東巳代治のいうように,研究会の ｢葉机 ､｣と,おそらく,それを引き出した ｢微力を尽

し｣た工作によるものであったであろう｡

表2をみても明らかなように,第二議会を機に,三曜会,研究会,懇話会ともに実質的に院

内会派としての活動を始めた,と考えてよい｡つ第三議会 し92年6月)の直前から間期にかけて,
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各会派の会合が頻繁になされ,出席者も急増しているのをみると,もはや完全に院内会派とし

ての活動のパターンであるといえよう｡反対に,会派の形をとらない,柔構造的組織の月曜会

が衰退して行ったのは象徴的である｡谷干城の演説にもかかわらず,貴族院にも会派-党派が

誕生した｡この時,貴族院もまた,政府あるいは権力の工作と操縦を許さざるを得ない条件を

持つことになり,ひいては,権力をめぐる政争の場をも提供する運命となったのであった｡

Ⅲ 第一 ･第二議会の貴族院

1 貴族院のナショナリズム

第一議会は,1890年 川耶告23)11月29日に開会,翌年3月7日閉会,92日間の会期であった

が,貴族院の本会議で審議の行われた実質のべ口数は46日間で,この間における議事の内容は

表4のごとくである｡

政府提輔去案で吋決されたものは ｢度量衡法案｣｢戸籍法案｣｢商法二関スル法律施行期限法

律案｣の3件で ｢弁護士法案｣と ｢外国こ於ケル円本婦女保護法案｣は撤回となったD衆議院

提出に係るものでは ｢商法及商法施行条例施行期限法律案｣と ｢地租徴収期限改正法律案｣の

2件がHJ̀決されたのみで,他の ｢保案条例廃lL法案｣(90年12月23日提出),｢地租条例改正案｣

(91年2月28円提出),｢政談集会及政社法案｣(91年3月1日提げ.),｢版権法案｣(91年3月3日提出),

｢府県別郡制施行期限法律案｣(91年3月5日提出)は,第一読会の継続中に閉会となったO

これらの重要法案は,いず

れも時間切れ審議未了,とい

うことであるが,閉会近くに

集中して貴族院に提出された

｢地租条例改正案｣以下の諸

法案は,予算案の審議とも重

なって,たしかに時間がなか

[議 題
予 算 案

表4 第一議会議事概表

政府提山法律案

政府提出衆議院bl送法律案

衆議院提出法律家

貴族院議員提拙去律案

貴族院議員提山建議案

ったといえようが,｢保案条 墜塑型埜撃墜空
例
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第一議会の衆議院が,予算案をめぐって紛糾を束ねたものの,いわゆる ｢土佐派の裏切り｣

によって,民党と政府の妥協がなり,T,算案の650万円減額修正案が成立したことは,局知の

ことがらであるので,ここではくり返さない｡しかし,昌族院においても,この間題は最大の

争点になった｡

予算案が貴族院本会議に上程されたのは3月3日,会期は7日まで,あと5日間を残すだけ

となっていた｡3E]午前の本会議で松方正義蔵利は ｢当年ハ帝国国会ノ第一期ノコトデゴザリ

マスルナリ,成ル丈ケ此予算案ノ成立ヲ希望｣19)すると述べるとともに ｢成立二至リマシタナ

レ/I,誠二叡慮モ御安ジ遊バサルルデゴザイマセウガ,又外こ対シマシテモ,実二是レハ容易

ナラヌ事デ,憲法ノ--国体 ヒノ栄誉ニモ関係スル｣(2--634)と,叡膚や対外的体面,国体

などの表規を用いて,明らかに天皇-国家の藩尿を自任する華族を意識した発言で,協力を求

めたのであった｡

これに対し,尾崎三良と三浦安から,議場に叡慮を持ち出しては差支えがある,誰もが叡慮

云々ということを言いJIJ.したらどうなるか,また,谷干城からは,天皇を ｢楯｣に持つことは

宜しくない,等の反論がなされたが,ここではさしたる議論もなく,予算委員会に託されるこ

とになった｡

3日午後 1時過からT,算委員会が開かれた05日の午前まで報告を出さねばならないが,3

日位いでは調査がltll来ぬ (梢村tE直,小幡篤次郎),充分意見のある所を述べることも出来ず

｢盲目判ヲ押ス｣ようなことは出来ぬ (谷丁城)等と述べる論者の意見を代表する形で,渡正元

(勅･のち懇話会)は次のように述べる｡｢初期ノ国会こ於テ,予算ノ不成立 卜云フコトハ,日

本帝国ノ面目ガ宜イトモ言ハレマスマイシ,又外国二向ツテ自慢モ根来マセヌ｣,しかし ｢無

理二成立サセルタメ二,貴族院ハ之二百目印ヲ押｣すことは,貴族院が ｢歳計予算ヲ軽々祝｣

するようなものであり,｢我貴族院ノ議権ノ信用｣にもかかわるもので,これは,かえって

｢外国二対シテ不体裁｣ではないか.と述べていた20㌧

時間がなく,不充分な審議はすべきでない,とするこうした意見の ･万で,｢兎こ角受取ツ

チ,夫カラ盲判ヲ捺スカ捺サヌカ憶カニ調べテ見｣(委 7)なければならぬ (仝[･堅太郎),あ

るいは ｢兎二角,自分ハ尽ス丈ケハ尽シテ,出来ルカ出来ヌカ,ヤツテ見ル積リデアリマス｣

(委 10日 菊池大建)との意見も出され,結局,3時過ぎ,各科に分れて調査することを決議し

た ｡

翌4日,午後5時過ぎ,各科の審査報告書が出され,引続き予算委員会が開かれた｡ここで

は,ほとんど議論がなされないO｢次二警視庁ノ頂ノ決ヲ採りマス,機密費 卜云フ所マデ,之

こ御同意ハ起立---起立者 多数････-多数,次二此警視庁ノ款二御同意ハ起立･--起tJf_者 多

敬--･｣(香-19),以上のごとき,単調な採決をくり返し,ようやく,翌日の午前 2時に至り,

予算委員会は終TしたL1
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翌 5U,午後 1時50分,予算案をめぐる本会議が開始された｡冒頭, T,算委副委員長細川潤

次郎 (谷T,算委員長は辞任)が,時間がなく充分な審査は出来なかったが ｢政府委員ノ言ブコト

ヲ信ジマシテ,即チ原案ヲ可ナリト決シ｣(2 650ノた,と発言したnこれに対 し ｢旨判ヲ捺

スヤウナ-･･･万一此第 一期ノ同会二,箇様ナ習慣ヲ遺シマシタナラバ,千百年ノ後迄モ此習慣

ガ遺ルデゴザリマセウ｣(2 651)川川1漕J,｢他年 一日,衆議院ノ抜居跳梁ハ何ヲ以テ防グコ

トガ出来マセウカ｣し2 657日 小幡篤次郎),｢不成立 卜云フヤウナコトガアツテハ,第一外囲

二村シテ恥カシイコトデアル--･ト云フヤウナコトヲ以テ御迫リニナル (しかし-引用者)外国

人ノタメ二,此議会ハ開イテアルモノデハアリマセヌ｣(2 660日 清岡公張)等の意見が出さ

れた

しかしながら,｢東洋二於テ立憲政治ヲ行ツタノハ我国ガ情夫デアル,立憲政体ノ美果ハ,

国会ガ円滑二参ツテ無事こ閉院ヲ望ムノデアル,即チ東洋ノ立憲政体ノ起ツタ本デアル,此時

こ貴族院ガ不同意ヲ言ヒ--汚点ヲ遺シ議院歴史ヲ汚スコトハ,我々貴族院ノ避クベキコトデ

ハ無イカ,果シテ菓洋二於テ,完全ナル正憲政体ノ好結果ヲ得レバ,我国ハ進ンデ欧米各国人

ヨリ尊貴ヲ受ケ,国ノ地位ヲ高メルコトニナル,欧米各国二対シテ対等ノ国権ヲ有チ,彼ノ条

約改正モ成り立ツヤウニナリマセウト思ヒマス｣(2-662日 岡内重俊)というような,東洋に

おける最初のウニ憲議会を無事におさめることが,国内はもとより諸外国の信用を得ることにな

り,国権を高め,条約改ITにも有利に働 く,という意見が有力に作用したのであったD

午後8時過ぎ,討論終結の動議が山され,104対55でuJL決となり,ついで T,草案の表決に移

ったoこのUは11時15分閉場o翌6日は十前11時過から議事を続け,二度の休憩をはさみ,夜

8時46分,すべて議了となったO予算案審議の貴族院本会議は,かくて,3日,5日,6口の

3日間で,実質12時間余の短い審議で終 √したのであった｡

第-議会の貴族院は,政府と民党が激しく対決した衆議院とは,まったく様和を異にし,お

そらく,政府が期待していたごとくに,全体として政府に協調するものであった｡このような

方向は,開会まもなく,12月19日に提出された ｢海関税に関する政府への建議案｣(谷十城他63

名提出)をめぐる議論において,はやくも明らかとなっていた｡

この建議案の趣旨は,治外法権の撤廃よりも,まず関税問題の解決を政府に要求しよう,と

いうものである｡そして谷 I二城の説明によれば,それは富国強兵のため ｢実利｣を考えるべき

ためで,貴族院の決議を ｢国論｣とみなし,それを背景に政府は外国と交渉すべきである,と

いうものであった211｡

何故に貴族院において,治外法権の撤去を後廻しにして,税権回復を要求するのか,という

のが反対論の多くであった (尾崎二良,回内垂俊等)が,加藤弘之は次のように特異な意見を述

べていた｡建議の ｢精神こ於テハ全ク同意｣である｡しかし税権回復,治外法権の撤去につい

ては ｢人民ガ蓋ク熱望スル通リニ｣政府は岩手し尽力している｡それなのに事あらためて建議
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するのは ｢充分二養生ヲスル病人二,更二義年ノコトヲ忠告スル｣ようなものではないか｡ま

た条約改正の具体的方法については,事は機密に属するから,建議において述べるべきではな

い22ノと主張する｡加藤の発言は,条約改正問題は政府を信頼 してまかせ,余計な口[1日ノをすべ

きでない,ということにつきる｡建議そのものも,また建議をめぐる議論にも,大体において

政府を批判する論調はみられなかった｡

このような第一議会の貴族院を,芝原拓白は ｢藩閥政府支援 〔-事実上の追随23,)Jと位置づ

けるが,結果からみて全体の評価としては妥当であろうと思うこしかし次にみるように,第二

議会では,まったく様相を異にしたDではなぜ,第 一議会がそうなのかoそれはナショナリズ

ムの問題であったように思う｡

予算案をめぐって,審議に反対する渡正元も,賛成論の岡内垂俊 も,いずれの陣営において

も,東洋最初の立憲議会を,まず無事に成立させ終 7すること,このことを強く意識せざるを

得なかったのであったC最初の議会が破綻なく運営されること,それが日本の国際関係上の地

位を高め,条約改正交渉に有利に作用するであろうと考えることは,疑問の余地のない見解で

あり,貴族院全体に共通するナショナリズムの観点であったのである｡しかしこのようなナシ

ョナリズムの作用は,第二議会においては別の表現をとらざるを得ないのであった｡

2 ｢勤倹尚武建議案｣をめぐって

第二議会の1891年12月14日,谷干城発議,二条基弘他73名の賛成者を得て提川された,｢施

政ノ方針二間スル建議案｣いわゆる ｢勤倹尚武｣建議をめぐって本会議が開かれた｡

｢立憲政体既二建設セラレ---鉄道電信郵便ヲ姶メ文明ノ利器略ホ備ハル,此時二当りテ民

力反テ表へ国防未夕備ハラス,条約改正未夕其ノ緒二就クアラス,外形大二進 ミテ而シテ実力

反テ衰7,今ニシテ勇断呆決以テ此弊ヲ一新セスムハ,帝国百年ノ計複夕策スヘカラサル二雫

ラム,之ヲ一新スルノ方法如何,臼ク他ナシ,人二行政ノ機関ヲ改良シ,政費ヲ節シ,官員ヲ

滅シ,其ノ剰財ヲ以テ民力ノ養成 卜国防ノ完備 トニ充ソヘシ‥･･=24-｣と建議案は主張するが､

要するに,同家の独j:/Iを永遠に保持 しようとするならば,富強をはかることで,富強は勤倹に

よってなる,奮修をしりぞけ,国力を養い武備を厳重にしなければならない,というものであ

った｡

14L],15Hの両H,この建議案をめぐって激 しい議論がなされた｡建議案に賛成の発言をし

たものが,村 卜桂策 (懇話会,多額),小沢武雄 (懇話会,男),山口尚芳 し懇話会,勅),三浦安

(懇話会,刺),鍋島直彬 (懇話会,I),曽我祐準 (懇話会,車 で,反対者は,小幡美稲 (研究会,

勅),相羽美静 し無所鳳 子).千家尊福 (研究会,罪),加藤弘之 し無所属,勅),加納久lLL(軽所

風 /･),浜尾新 (無所軌 勅二であった (発言)rlfi)｡
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反対論の多くは,建議は漠然に過ぎるという批判であった 〔小畑,加藤,加納)｡また,建議

で主張している民力養成とか国防ということは,すでに政府が議会に協賛を求めていることで,

国力は進歩している (千家)という批判や,施政の方針は政府がたてるべきもので,この建議

は政府の責任を軽 くし,政府の活動を制限する 〔浜尾｣という反対意見も出された｡

賛成意見のほとんどは国防の危機をのべ,行政の機関を改良し政費を節し民力を養成して国

防をはかる,建議は施政の方針で政府はこの方針を採用すべきである (小沢)という意見に要

約出来る｡国防の強調は,明らかにロシアを意識してのものであった｡世界に名を轟かしてい

るコサ ノク兵に対する日本の兵はどうであるか,コロンスタット軍港に対し東京満 の防禦は如

何,と谷は主張した｡滑稽なはどあわてふためいた大津事件-の対応で明らかなように､この

時期の日本は,ロシアを恐怖 しおぴえてさえいたといえよう｡

ところで,長い賛成演説を述べた三浦安は,その結びで ｢昌族院ヨリ斯ノ如キ建議ガ出マシ

タナラバ,政府二於テ猛省シテ,今ロマデ為シ能ハザルコトモ出来ルト云フコト二ナルガ,即

チ此建議案 ノカデゴザリマス,何ゾ之ヲ政府こ反対ス ト言ハン,何ゾ之ヲ政府ヲ攻撃スト言ハ

ン｣25'と,政府攻撃のための建議案ではないことを強調していた〔谷を始め建議提出者の意図

は ｢蓮弱無定見こシテ,蛇ノノタクツタヤウナ｣恥政府を批判し叱喉する気特はあっても,衆

議院における民党の政府攻撃とは違う,というところであったろう｡

しかしながら現実の本会議では,この建議案は昌一族院による政府不信任の意志表示を意味す

るものと受取られた｡反対の論者は明らかにそう理解している｡第一議会の予算審議において,

政府の態度は貴族院の醗視 (同時に政府のホンネを表硯を替えていえば,貴族院への信頼ともいえよ

う)である,と受け】卜められたのは事実であった,〕東洋における最初の11二憲議会は,ナショナ

リズムが無事終了せしめたが,しか し ｢貴族院連中にILjては,余程反動の感触を与-候様

子｣L'7と,伊東巳代治は憂慮しなければならなかった｡)そのかぎりで､政府は第-議会で貴族

院対策に失敗したともいえよう｡つまり政府の協力者として期待 した貴族院に,人きな不満と

不信を積み残していたのである｡

第二議会の ｢勤倹尚武｣建議は,まさに以上の,不満 ･不信の表現であった｡｢露国ノ政略

ハ遠大ナリ,今日ノ平穏H~言ヲ頼 ミ之ヲ後年二俣ツ叶ラス--他日日本ノ国難二際会セハ,其

ノ時コソ今日ノ報酬ヲ謀ルコト,彼ノ国既往ノ歴史二徴シテ明ナリ｣28‥と ｢大津事変の 卜奏文｣

で谷干城が述べるごとく,ロシアの脅威に対抗するためには,国防方針の一定 しない,｢無定

見｣な政府の意のままに,貴族院が動いてほならないと,谷は主張していたのであった｡そし

て先にも述べたように,第 二議会の始まる直前の10月13日,谷は華族会館で開かれた子爵会に

おいて,同志を求める演説を行っていたのであった｡｢勤倹尚武｣建議は,まざれもなくこの

演説の延長線上にあった｡第 1議会で,東洋初の凶会を無事終了させる働きをしたナショナリ

ズムが,第二議会では,貴族院を真っ二つに割る鋭い刃物となったのであった｡
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この建議案は,伊東巳代治が ｢同志を申合せ,建議案反対に微力を尽 し,研究会の熱心に

頼｣ることによって ｢敗減に帰せ しめ｣29〕られた｡建議案を,政府不信任案であるとみなした

以上,伊東-政府は何としてでも成立を阻止しなければならなかったOその理由の一つは,伊

東が ｢三浦 (安〕等は,余程衆議院の民党 と朋通 し居候様子相見-｣30)と述べるように,政府

不信任が衆議院に波及することと,同時に,衆議院の民党勢力が,貴族院に力を及ぼすことを

阻止する点にあったoそして第二の理由は,政府の ｢藩塀｣たるべ き貴族院が,政府不信任を

nT決するような事態は,何 としてでも避けなければならなかったというものであったであろうO

貴族院が衆議院と同じように,政府対民党の対決 ･政争の場となることは,貴族院設立の本来

の趣旨に反することであったOそしてたとえ,第二議会に臨むにあたって,政府は解散 もやむ

なしとの前提に立っていたとしても,以後の政局への影響を考えるならば,この建議案を通過

させるわけにはいかなかったのであるO

政府の ｢藩塀｣たるべき貴族院は,案外に早 くもそのモロさを露呈した｡ しかし政府はその

簾のモロさを,研究会という新たな素材で補強することが出来たのであった｡谷 ｢城の思惑は

どうであれ,懇話会と三曜会の動きと,特に ｢勤倹尚武｣建議案は,研究会を強 く刺激 し,そ

の結束を推進 した｡そして同時に,懇話会,三曜会と研究会との,新たな会派の対立を生み出

して行った｡ しかもこのことは,貴族院に,政府による貴族院操縦の道を,はっきりとしるし

たことをも意味していたのであった｡

日 佐々木克 ｢華族令の制定と華族の動向｣『人文学報』62号｡

2) 林茂 ｢貴族院の組織とその性格J『社会科学研究JJ3巻2FJn芝原柘自｢帝国憲法体制の発足と
畏族院｣遠山茂樹編 『近代天皇制の成立』岩波書店0

3) 『華族会館誌』上巻668頁O以Fの記述及び引用は特にことわらないかぎり,出典はすべて同書で
あるので,註記は省略するC

4) 韻会館編 『貴族院と華族』76頁｡

5) 『華族会館誌』上巻686頁0

6) 『貴族院と華族』78頁｡

7)『貴族院と華族』82頁｡

8) 第 一議会において,毛利元徳,島津忠義,浅野良勲,尚泰,池田章政,前田利嗣,徳川表札は出

席数ゼロ,九条道孝,島津忠済,徳川茂承,菊亭修李,嵯峨公勝らは半数以卜の出席率であるo全

日近く出席した者は,醍醐忠順.徳人寺実則,西園寺公望,徳川篤敬,中御門経明,大久保利和,

木戸孝IEだけであるG貴族院事務局 『第 一期帝国議会 貴族院事頗局諸諜報77』 C

9) ｢土岐章文書｣44｡

10) ｢+.岐章文書｣39,

11) 尚友会と選挙に閲しては以下の文献を参考としたく〕『貴族院イ-爵議員選挙の内争』『貴族院の政治

LE休と会派』『貴族院の会派研究会史』 いずれも,祉凹法人尚有倶楽部編｡

12) 月曜会のメンバーを次に掲げておく｡出典は 『買族院と華族』113貝｡
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) 『貴族院と華族』134頁｡

) 『華族会館誌』下巻171頁o

) 『伊藤博文関係文書』4,40頁)

) 『貴族院の会派研究会史』明治大正鼠 168頁oなお 『華族会館誌』には何 ら記事は見られないo

) ｢L岐字文吉｣40 0

18) 『伊藤博文関係文書』2,166頁｡

19) 『帝国議会貴族院議事速記録』2,632頁｡以 卜同書からの引用は (2 632)のごとく本文中に

註記する｡

20) 『帝国議会貴族院委員会速記録』明治編 1,6頁.以下同喜からの引用は (香- 6)のごとく本

文中に註記する｡)

21)『帝国議会貴族院議事速記録』1,61頁｡
22) 同上,63･64頁｡

23) 前山芝原杯自論文,341頁｡

24〕『帝国議会貴族院議事速記録』3,111頁0
25〕 同上,14O頁｡

26) 註 17)にirTlじC

27) 『伊藤博文関係文書』2,121頁｡

28) 俗 十城遺稿』下,133頁｡

29)30) 『伊藤博文関係文書』2,166頁｡
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